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１ 施設の概要 

（１）施設名称 

横浜市野庭地域ケアプラザ（以下「ケアプラザ」という。） 

（２）所在地 

横浜市港南区野庭町６１２番地 

（３）開所年月 

平成１４年２月 

（４）開館等 

月曜日から土曜日  午前９時～午後９時 

日曜日・祝日等   午前９時～午後５時 

年末年始及び月１回程度の施設点検日は休館（現在は、第３月曜日） 

（５）建物概要 

ＲＣ造 地上３階（横浜市野庭地区センター合築） 

（６）面積（詳細は「資料５ ケアプラザの面積持分・管理区分等」参照） 

敷地総面積   ３，１９６．１６㎡ 

建物延床総面積 ２，８６６．０５㎡ 

ケアプラザ面積 １，０４２．６３㎡（共用部分の持ち分を含む） 

（７）管理について 

「資料３ 諸室の面積・備品等」「資料４ 光熱水費及び保守点検に関する事項等」等を参照 

（８）案内図及び交通 

ア 案内図  

 

  イ 交通 

●京急・市営地下鉄「上大岡駅」7番乗り場より、市営バス 51系統、52系統にて、「野 

庭中央公園」下車徒歩 1分 

●市営地下鉄「上永谷駅」4番乗り場より、市営バス 45系統、130系統にて、「野庭中央 

公園」下車徒歩 1分 

 ●野庭地域ケアプラザ 

 ●野庭地区センター 

 ●野庭中央公園バス停（港南台方面） 

 ●野庭中央公園バス停（舞岡方面） 
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（９）平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添１～３のとおり。 
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（10）複合施設としての留意点 

本ケアプラザは、横浜市野庭地区センター（以下「地区センター」という。）と一体的に整備

されており、地区センターと連携して施設管理をすることが必要です。（管理に関する覚書参照） 

２ 地区・圏域等の基礎情報 

（１）基礎データ 

  ア 圏域 野庭町、上永谷町 

  イ 圏域の人口（平成 26年 12月 31日現在） 22,549人（男 10,773人 女 11,776人） 

  ウ 圏域の世帯数（平成 26年 12月 31日現在） 10,224世帯 

  エ 年齢別人口 （平成 26年９月現在） 

    

（単位：人）

75歳以上
港南区全体 26,657 135,146 56,237 25,401
野庭地域ケアプラザ圏域 2,563 12,999 6,994 2,645

15歳未満 15歳～64歳 65歳以上

 

オ 圏域が含まれる自治会・町内会エリア  

野庭団地第一自治会、野庭住宅第一自治会、下野庭町内会、他 26自治会・町内会 

カ 地域防災拠点エリア  

  野庭中学校、野庭すずかけ小学校、下野庭小学校、吉原小学校 

キ 学区 

  野庭中学校、野庭すずかけ小学校、日限山小学校、日野小学校、日野南中学校、 

下野庭小学校、丸山台中学校、東永谷中学校、相武山小学校、港南中学校、吉原小学 

校 

ク 地区内の主な施設（社会資源） 

  野庭地区センター、野庭すずかけコミュニティハウス、 

子育ての居場所ひまわりひろばあっぷっぷ 

ケ 地区における主な地域活動  

    ふるさとのば福祉の集い、野庭団地健康づくり歩こう会、野庭団地地区地域支えあい 

ネットワーク会議、ひとり暮らし高齢者食事会、高齢者サロン 等 

（２）主な計画等 （別添） 

ア 横浜市地域福祉保健計画 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/keikaku/ 

イ  港南区地域福祉保健計画（担当圏域の下永谷地区の地区別計画も含まれま

す。） http://www.city.yokohama.lg.jp/konan/plan/ 

※ 平成 28年度より第３期港南区地域福祉保健計画を推進することとなります。 

ウ 横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/kyoutuu/jourei/jigyoukeikaku/ 

エ 横浜市障害者プラン http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/topics/plan/ 

オ 横浜市次世代育成支援行動計画「かがやけ横浜子ども青少年プラン」 

http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/action/plan/kodomoplan.html 

カ 地域ケアプラザ業務連携指針 

  http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/chifuku/fukumachi/cp/houki/houki.html 

キ 港南区運営方針 http://www.city.yokohama.lg.jp/konan/unnei/project/ 

ク 港南区防災計画 http://www.city.yokohama.lg.jp/konan/bosai/bousaikeikaku.html 

ケ 特別避難場所開設・運営マニュアル（ひな形）※ 

※必要に応じて、港南区福祉保健課事業企画担当よりお配りします。 

 

 ＜資料１＞ 
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地域ケアプラザ実施業務一覧 

 

運営業務 

ア 福祉活動・保健活動等の支援 

イ 福祉活動・保健活動等の交流のための施設の提供及び 

これに伴う施設の利用者の調整 

ウ 福祉、保健等に関する講習会、講座等の開催 

エ 福祉、保健等に関する相談及び情報の提供 

オ 福祉サービス、保健サービス等の提供に関する調整 

カ 地域福祉保健計画の推進 

キ 地域包括支援センターで実施するよう定められている事業 

ク 介護予防支援事業の事業提供 

ケ 居宅介護支援事業の事業提供 

コ 通所系サービスの事業提供 

サ 運営協議会の運営 

シ 協力医との連携 

ス 福祉機器の展示、紹介及び相談調整 

セ 利用料金、使用料金の徴収業務及び利用者把握業務 

ソ 使用料金収納業務 

タ その他の地域福祉保健に関する業務 

 

維持管理業務 

ア 施設管理業務 

イ 清掃・除草業務 

ウ 警備業務 

エ 駐車場管理業務 

オ 建築物・設備、機器等保守業務 

カ 環境衛生業務 

キ 建築物及び附帯設備の修繕業務 

ク その他の維持管理業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜資料２＞ 諸室の面積・備品等 
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※ 備品については別添「野庭地域ケアプラザ備品台帳」をご覧ください。 

※ 備品については、公募時より変動する可能性があります。 

室    名 1 階 2 階 3 階 計 標準的な備品等（※） 

（相談調整部門）      

事務室 57.91   57.91 

机、テーブル、椅子、コピー機、パソコ

ン、ロッカー、電話、ＦＡＸ、冷蔵庫、シュ

レッダー等 

相談室 30.51   30.51 テーブル、椅子等 

地域ケアルーム 20.20   20.20 テーブル、椅子等 

ヘルパーナースルーム 33.27   33.27  

小計 141.89 0 0 141.89  

      

（デイサービス部門）      

デイルーム 254.40   254.40  

 デイルーム 113.76   113.76 ダイニングテーブル、椅子、長椅子、ソフ

ァーベッド、ベッド、マットレス、布団一

式、書架、ホワイトボード、カラオケセット

等 

 給食室 117.48   117.48 

 休養室 23.16   23.16 

厨房 49.96   49.96 食器、調理器具、トレー等 

浴室・脱衣室 64.11   64.11 シャワーベンチ、洗面器、ロビーベンチ、

脱衣かご、洗濯機、乾燥機等 洗濯室 10.02   10.02 

トイレ 38.01   38.01  

倉庫 20.78   20.78  

小計 437.28 0 0 437.28  

      

（地域交流部門）      

多目的ホール 96.51   96.51 
会議用テーブル、椅子、ホワイトボード、

椅子用台車等 

調理室 21.02   21.02 
ワゴン、冷蔵庫、炊飯器、電子レンジ、食

器、調理器具等 

ボランティアルーム 30.20   30.20 テーブル、椅子等 

トイレ 32.46   32.46  

倉庫 16.86   16.86  

小計 218.85 0 0 218.85  

      

（共用部分）      

電気室 9.01   9.01  

機械室 27.01   27.01  

廊下・階段・ＥＶ等 175.27 21.22 12.10 208.59  

小計 211.29 21.22 12.10 244.61 
※内、106.87 ㎡は、合築施設との共有部分になり

ます 

総計 1,009.31 21.22 12.10 1,042.63  

指定管理者は下表の保守点検等を実施することとします。下表に記載のない事項であっても、法令・

規則等で定められている点検等については、指定管理業務として適切に実施することとします。 
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項目 事務局 

施設 

経費負担割合 
内容 

地区ｾﾝﾀｰ 地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 

光
熱
水
費
等 

電気 地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ ６１ ３９  

ガス 地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ ３８ ６２  

水道 地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ － － 個別メーターによる各自施設負担（注） 

保

守

点

検

委

託 

 

 

清掃 

地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 

(2,3階床は地

区ｾﾝﾀｰ) 

６４ ３６ 

ただし日常清掃は各施設負担 

定期清掃 

窓ガラス清掃 等 

 

月１回 

年６回 

植栽保守 地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ ６４ ３６ 除草・剪定・刈り込み 随時 

機械警備 地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ ６４ ３６ 機械警備 通年 

排水管清掃 地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ ６４ ３６ 排水管清掃 年１回 

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守 地区ｾﾝﾀｰ ６４ ３６ 
エレベータ設備 

※建築基準法 12条 4項の定期点検含む 
月１回 

自動ドア保守 地区ｾﾝﾀｰ ６４ ３６ 自動ドア保守 年４回 

消防設備保守 地区ｾﾝﾀｰ ６４ ３６ 

消火器具 

誘導灯 

非常警報設備(放送設備) 

自動火災報知設備 

ガス漏れ火災報知設備 

年２回 

空調機器関係

保守 
地区ｾﾝﾀｰ ６４ ３６ 

空調機点検及びﾌｨﾙﾀｰ清掃 

空調機械室内清掃 

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ点検・ﾌｨﾙﾀｰ清掃 

ｴｱｺﾝ室内機点検・ﾌｨﾙﾀｰ清掃 

全熱交換機点検・ﾌｨﾙﾀｰ清掃 

年６回 

年２回 

年６回 

年６回 

年６回 

設備総合巡視

点検 
地区ｾﾝﾀｰ ６４ ３６ 受変電設備 月１回 

冷暖房機器関

係保守 
地区ｾﾝﾀｰ ６４ ３６ 

冷温水発生機点検整備 

（季節切替・夏冬） 

冷却塔点検整備（シーズン中月１回） 

年２回 

自家用電気工

作物保守 
地区ｾﾝﾀｰ ６４ ３６ 自家用電気工作物の保安管理業務 

月１回 

年１回 

害虫駆除 地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ ６４ ３６  年２回 

水質検査 地区ｾﾝﾀｰ ６４ ３６ 10項目 年１回 

※定めの無い事項については、両者でその都度協議します 

注）給湯器及びクーリングタワーに関する水道料金は、子メーターにより使用量を計測し、当該設

備に係る水道料金を算出し、両施設で折半することとします。 

＜資料３＞ 光熱水費及び保守点検に関する事項等 
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＜資料４＞ 

ケアプラザの面積持分・管理区分等 

 

１ 建物区分 

施設名 床面積(㎡) 内訳（㎡） 

専有部分面積 共有部分面積 

（持分割合による） 

横浜市野庭 

地域ケアプラザ 

１，０４１．９８ ９３５．１１ １０６．８７ 

 

 

２ 財産区分 

（１）土地 

全体市所有地は港南区福祉保健課と港南区地域振興課の共管となっています。 

専有面積割合に比例して、１，１６１．９９㎡は港南区福祉保健課所管の港南区財産、２，

０３４．１７㎡は港南区地域振興課所管の港南区財産です。 

（２）建物 

建物の区分として、横浜市野庭地域ケアプラザ１，０４１．９８㎡は港南区福祉保健課所管

の港南区財産、横浜市野庭地区センター１，８２４．０７㎡は港南区地域振興課所管の港南区

財産です。（「別表１ 建物の財産区分」のとおり） 

 

３ 施設管理 

施設の管理区分及び経費負担については、資料３及び別表２のとおりとします。 

ただし、共有部分の施設整備にかかる日常管理については、両施設の協力のもと、実施するも

のとします。 

 

 

＜別表１ 建物の財産区分＞ 

 所管施設 階数 室名 

専
有
部
分 

地域ケアプラザ １階 事務室、厨房、浴室、給食室、デイルーム、休養室、情報

コーナー、ボランティアコーナー、調理室、多目的ホール、

ヘルパーナースルーム、地域ケアルーム 

地区センター ２階 事務室、ロビー、図書コーナー、グループ室、体育室、プ

レイルーム、娯楽コーナー、こどもスペース 

３階 小会議室、中会議室、工芸室、和室、多目的室 

共
有
部
分 

各施設 １階 エレベータ、機械室、玄関共用ホール、ピロティ、風除室、

機械室、電気室、共用ホール 

２階 
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＜別表２ 管理区分＞ 

項目 

 

管理主体 

 

内容 

 

日常管理  

 

 

 

 

 

 

 

専有部分 

 

各施設 各施設で管理し、経費負担を行う 

共有部分 

 

地域ケアプラザ 

 

両者でその都度協議により経費負担を行う 

敷地管理 

 

地域ケアプラザ 両者でその都度協議により経費負担を行う 

光熱水費 全施設 

 

事務局施設が各施設の事務を取りまとめて行い、 

資料３の割合に応じて経費負担を行う 

保守点検委託業務  

 

 

 

 

 

 

専有部分 

 

各施設 各施設で委託し、経費負担を行う 

共有部分 

 

全施設 

 

事務局施設が各施設の事務を取りまとめて行い、 

資料３の割合に応じて経費 

統括防火管理者 

 

地域ケアプラザ ほかに各施設ごとに防火管理者を置く 

修繕  

 

 

 

 

 

 

 

専有部分 

 

各施設 各施設で管理し、経費負担を行う 

共有部分 

 

地区センター 

 

両者でその都度協議により経費負担を行う 
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＜別添１＞ １階平面図 
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＜別添２＞ ２階平面図 
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＜別添３＞ ３階平面図 

 
 


